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平成２３年度府民簡易監査の概要

【総 務 部】

件 名 京都府庁北側駐車場の管理について

道路に直接面している府庁北側の駐車場を、夜間等府関係者申 立 概 要
以外の者が使用している。府の許可等を受けていない者が使用

【受理 23.9.1】
しているのであれば、至急是正が必要である。

・北側駐車場は、府が府庁別館の使用を許可した者の車両のみ
に駐車が認められているもので、一般開放されていません。

確 認 事 項 ・夜間等の管理に不十分な点があったことが確認されたため、
「指定車以外駐車禁止」の掲示、庁内巡視時の点検等の再発
防止対策が開始されていることを確認しました。

・夜間や休日の管理をさらに適切に行うために、管理手法の改結 果
善に加え、府施設の駐車場のあり方等についても検討を進め

（意見・要望） るよう求めました。
【通知 23.9.27】

【府民生活部】

件 名 地域力再生プロジェクトの公募選考ヒアリングについて

担当職員によるヒアリングで、提案者のやる気をなくさせる
申 立 概 要 ような対応を受けた。公募事業を担当する職員対応の改善と再

【受理 23.6.2】 ヒアリングを求めたい。

・担当職員は、提案事業の補助金交付要綱への適合状況等をヒ

確 認 事 項 アリングで確認しており、本件申立てについては、提案事業
に調整中の事項があったことから、熟度の確認のために多く
の質問が行われたことを確認しました。

・提案された事業の内容や熟度の確認は、補助金の適切な支出
や事業採択の透明性等の確保のために必要と認められますが

結 果 ヒアリング等を担当する職員は、常に提案者である府民の視
（意見・要望） 点に立ち丁寧な対応に努める必要があると考えます。

【通知 23.6.28】 ・公募事業の趣旨等を踏まえ事務が適切に進められるよう全担
当職員に再度徹底するとともに本件申立者に対しても、連絡
を行い必要な対処を行うよう求めました。


